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要旨：塩害を受けたコンクリート構造物の対策工法の一つに，外部電源による線状陽極方式の電気防食工法

がある。中日本高速道路株式会社では，神奈川県西部の相模湾沿岸に位置し，供用後 38 年経過する西湘バイ

パス滄浪橋の上部構造で線状陽極方式による電気防食における新工法を採用している。一方，電気防食のモ

ニタリングでは，従来から実施してきた現地測定に加え，2008 年度に発注した工事から維持管理の省力化を

目的に遠隔監視装置を試験的に導入している。本報告は，短期間であるが新しい線状陽極方式による電気防

食の防食効果と遠隔監視システムによる維持管理の省力化に関して論じたものである。 

キーワード：PC 桁，塩害，電気防食，線状陽極方式，モニタリング，遠隔監視，電位変化量 

 

1. はじめに 

 一般有料道路西湘バイパスは，太平洋相模湾沿いに位

置する 4車線道路であり，神奈川県大磯町を東端とし同

県小田原市風祭を西端とする路線である。そのうち，中

日本高速道路株式会社（以下，「NEXCO 中日本」）では，

西湘二宮 IC～箱根口 IC 間，総延長 14.5km を管理してい

る。 

 この管理区間には，橋梁が 14 橋あり，滄浪橋（以下，

「本橋」）は最長となる橋長 3.0km の長大橋で昭和 46 年

4月に供用開始した。橋梁形式は写真-1に示すように上

部構造がポストテンション単純 PCT 桁，橋脚が多柱式 RC

ラーメンである。 

本橋では，供用後 38 年の間，コンクリート構造物の

外観調査，塩化物イオン浸透量調査等を適宜実施し，必

要に応じて補修事業を展開してきた。具体的な補修方法

として，下部構造では部材表面に鋼材の腐食膨張に伴う

ひび割れや錆汁などが顕在化した場合には，塩化物イオ

ンの浸透遮断を目的とした表面保護工法，劣化損傷部に

は鋼材の防錆雰囲気形成 1)を伴う表面除去工法および断

面修復工法を用いており，PC 構造物である上部構造の桁

には鋼材の腐食抑制を図った電気防食工法などの対策

を行っている。 

特に電気防食工法は，PC 構造物の塩害対策に有効な補

修方法であることから，供用後 32 年にあたる 2003 年以

降に事業化し，線状陽極方式を採り入れており，随時施

工方法の改善・改良に取組んできた。その一環として，

2006 年度から 3 ｹ年度にわたって陽極材設置方法におけ

る溝修復部の更なる品質の向上と施工の省力化などを

目的として，新たな線状陽極方式電気防食工法の開発

（以下，「新工法」2））を行い，工事施工を行った 3)。さ

らに，平成 2008 年度には，従来の電源装置に変えて，

遠隔監視可能な装置へと改良したものを試験的に設置

し，監視データの安定性と維持管理の省力化について検

討を行っている。 

本報告は，施工後 3 年以内という短期間でのモニタリ

ング結果であるが，新工法による防食効果と遠隔監視シ

ステムによる維持管理の省力化を論じたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 滄浪橋立地環境 

 

2. 新工法による施工 

2.1 開発の背景・経緯 

図-1 に示す本橋の上部構造では，2006 年度以前から下

フランジ，ウエブ，上フランジの一部および横桁の鋼材

に対して線状陽極方式による電気防食工法を採用して

きたが，特に陽極の設置に要する作業において，作業従

事者の技量，経験，施工時期，養生方法などによって品
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質にバラツキが生じること，かつ溝の切削および修復に

要する直接工事費のうち，人的要素が 40～45%占めるこ

となどから，更なる品質の向上，恒常的な良好品質の確

保，施工の省力化が求められていた。そこで，この陽極

設置に注目し図-2 のように溝の形状寸法，陽極設置およ

び溝修復材料に関して改良を行った。改良前は図-2(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に示すように，切削する溝が大きく陽極材はコンクリー

ト表面に対して鉛直または水平に設置したのに対して，

新工法では図-2(b)に示すように切削する溝幅を小さく

し，陽極材をコンクリート面に対して鉛直または一定の

角度で設置した。これにより，溝切削に要する時間が短

縮され，同時に陽極被覆材の施工が一層確実になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 構造一般図 

（方法 1） （方法 2） （注入充てん方式） （圧入充てん方式）

図-2 陽極設置方法の改良 

（ａ）改良前 （ｂ）改良後 

図-3 施工箇所 
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なお，実物大試験体を用いた実験および防食性能確認

試験を行ったうえで施工を行った。4) 

2.2 施工実績 

(1) 施工箇所および数量 

本橋の上部構造では，これまでに既存の外観調査，塩

分浸透量調査，自然電位測定に基づき，径間ごとに塩害

劣化の進展状況を把握したうえで補修事業計画の優先

順位を設け，多年度計画をたて，随時工事発注してきた。

2006 年度以降に施工した新工法を用いた箇所を図-3に，

各工事単位ごとの施工規模を表-1に示す。なお，防食の

ための通電は施工終了時から開始している。 

 

表-1 施工数量 

 

 

3. 点検の目的・計画と実施 

3.1 目的および計画 

 電気化学的防食工法設計施工指針（案）5)では，「電気

防食工法の装置設置後における防食効果を判定するた

めのモニタリングは，鋼材の防食電位を常時モニターす

るためコンクリート中に照合電極を埋設することが有

効であり，現在最も多く用いられている防食モニタリン

グ方法である。」とし，表-2 に示すように一般的な点検

頻度の目安を示している。本橋の上部構造で使用してい

る照合電極は，「二酸化マンガン電極」であり，設置箇

所は１箇所／桁とし各径間の主桁に配置しており，設置

状況を写真-2に示す。 

これら照合電極を用いた鋼材電位の計測は従来から

現地に出向き行ってきたが，2008 年度からは点検頻度の

改善や定期点検作業の効率化を図ることを目的に，試験

的に遠隔監視システムを採用した。本システムは，現地

に設置した装置で自動的に電位等を測定し測定データ

を電子メールの本文に変換した後に室内のパソコンに

配信・グラフ化するもので，その仕様を表-3 に，本シス

テムを搭載した直流電源装置を写真-3に示す。これら現

地計測および遠隔監視システムによる計測びよるモニ

タリング内容を表-4に示す。特に測定項目中のインスタ

ントオフ電位および電位変化量（以下，「復極量」）が一

般的な防食基準を満足することを確認することとした。 

3.2 防食基準及び実施状況 

 本橋の上部構造でのモニタリング結果を評価判定す

るために用いる防食基準は，電気化学的防食工法設計施

工指針（案）5)に準拠し，100mV 以上の復極量（ΔE）で

判定することとし，以下の式(1)にて求め判定した。さら

に PC 鋼材の水素脆化を避けるために水素発生電位にま

で分極していないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

現地計測ならびに遠隔監視システムの作動状況を写

真-4および写真-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 照合電極の設置位置（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-3 遠隔監視システムの仕様 

照合電極 

照合端子 

表-2 定期点検実施頻度の目安 3) 

（陸上部・内陸部にある PC 構造物） 

ΔＥ ＝ Ｅof24－Ｅio ＞ 100mV      (1) 

 ΔE：復極量 

 Eof24：通電遮断後 24 時間経過時の電位 

 Eio：インスタントオフ電位 

  Ｅio ＞ -1086mV（二酸化マンガン電極基準）
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表-4 本橋のモニタリング内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 電気防食の効果 

4.1 モニタリング結果 

 表-5に電気防食のモニタリング結果の概要を示し，現

地測定結果を図-4～図-6に，遠隔監視システムによるモ

ニタリング結果を，図-7～図-9に示しており，各図中の

G1～G6 は図-1 に示す位置にある主桁を示している。な

お，本橋の上部構造のうち，本結果は，図-3および表-1

に示す施工終了時から通電を開始した P29～P31 間，P41

～P43 間で実施したものを示している。防食効果の判定

となるインスタントオフ電位量は図-5,図-8 に，復極量

は図-6，9 に示すとおりとなった。なお，現地計測した

P29～P31 間の G1，G6 桁の結果が記載されていないが，

この部分は過去に旧工法により防食されているため本

報告の対象外として扱うこととし，記載していない。 

4.2 電気防食の作動状況 

 電源電圧量に関して，表-5および図-4に示すように，

現地計測による測定では P29～P30 間および P30～P31 間

の平均値がそれぞれ 2.80(V)，2.10(V)であるのに対して，

遠隔監視システムによる測定では表-5 および図-7 に示

すように，P41～P42 間および P42～P43 間の平均値がそ

れぞれ 1.317(V)，1.801(V)となり，電気防食供用後 3 ｹ

月という短期ではあるが，遠隔監視システムの測定値は

現地測定のそれと比較して低く安定した傾向を示して

いた。 

次に，電源電流量に関して，同様に，現地計測による

測定では P29～P30 間および P30～P31 間の平均値がそれ

ぞれ 1.95(A)，1.31(A)であるのに対して，遠隔監視シス

テムによる測定では，P41～P42 間および P42～P43 間の

平均値が 1.761(A)，1.771(A)となり，電源電圧と同様な

傾向を示していた。 

 また，一般に PC 構造物ではインスタントオフ電位が

卑になるほど PC 鋼材の水素脆化が懸念され，その電位

は-1086mV（二酸化マンガン電極基準）が目安 5)とされて

いる。なお水素脆化については，比較的乾燥状態にある

条件ではシース外面の防食電位が水素発生電位近傍と

なった場合でも，シース管内に存在する PC 鋼線は，こ

れよりも貴となり，水素脆化の危険が小さくなることが

明らかにされている 6)。表-5，図-5，図-8から，本橋の

上部構造では現地計測仕様の電源装置，遠隔監視システ

ム仕様の電源装置共，鋼材のインスタントオフ電位

（Eio）は，水素発生電位より貴であることを確認でき，

水素脆化の危険性は認められなかった。 

本橋の上部構造では，シース管内部の状態を経過観察

していなく，定着部の外観調査上も問題なく PC 鋼材の

腐食など変状は生じていないものと判断されるが，今後

はシース管内部のモニタリングを計画たてることも電

気防食性能を判断する上では有効であると考えられる。 

写真-3 遠隔監視システム内蔵直流電源装置 

写真-5 遠隔監視システム作動状況 

写真-4 現地計測状況（直流電圧計使用） 
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さらに，復極量試験に関しては表-5，図-6,図-9 によ

り，現地計測した径間（P29-P31 間）および遠隔監視し

た径間（P41-P43 間）の全ての施工箇所において，ΔE

が 100mV 以上の復極量を確保しており，この結果から電

気防食開始後 3年以内という短期間ではあるが，良好な

防食状態にあるものと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 電源電圧・電流の現地計測結果 

図-5 インスタントオフ電位の現地計測結果 

図-8 インスタントオフ電位の遠隔監視データ

図-6 復極量の現地計測結果 

図-7 電源電圧・電流の遠隔監視データ 

図-9 復極量の遠隔監視データ 
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5．維持管理の省力化 

 写真-1に示すように本橋は，周辺住民が利用する海岸

沿いに建設されていることや夏季から秋季にかけて発

生する台風による高波が 1年に数十回押し寄せることか

ら，直流電源装置は橋脚上に設置している。さらに，維

持管理を簡略化するために 1橋脚毎にそれを設置してい

る。すなわち，橋脚に設置した 1 台の直流電源装置は，

橋脚両側の径間の主桁の電気防食を受け持っている。ま

た，本橋は全延長で 124 径間にも及ぶために，全ての径

間に電気防食を適用したと仮定すると直流電源装置は

約 62 台と試算される。 

 このように数十年間も費やして大規模に電気防食を

施工すること，また，その後数十年もの期間にわたり，

これらを維持管理することは，我が国において経験が無

いことであり，容易ではないと推定出来る。特に 62 も

の橋脚の上部まで登り現地計測を行うことに多くの人

的要素が必要であること，電気防食の作動に関する異常，

不都合を発見することにも労力を費やすことは容易に

推定できる。 

 これらの課題を早期に解決するために遠隔監視シス

テムを試験的に採用した。本格的な採用にあたり①安定

したシステム作動，②容易なシステムの操作性と拡張性，

③費用対効果に優れる，などを検討しておく必要がある。 

 試験的に採用したシステムは電子メールを利用した

もので定期的に鋼材電位の測定や復極試験を実施し，そ

の結果を自動配信するもので電流値の調整等は行わな

い。比較的短い期間であるが図-7，図-8，図-9に示す結

果から，システムの安定性には問題はないと考えられる。

また，データ取得の頻度などその設定のプログラミング

によりきめ細かい管理が可能であるとともに，比較的電

気的知識を持たないインハウス技術者でもデータ管理

を携わることができ省力化が図れることが確認できた。 

 計測頻度に関し，遠隔監視システムは試験的に採用し

ていることから，監視開始後毎日連続的にデータを取得

しているが，今後はデータの安定性を確認しながら，表

-2 に示す定期点検実施頻度の目安程度に見直していく

ことを視野に入れている。従って，今後は長期間にわた

るシステムの安定性の検証やコストを考慮した維持管

理計画立案の必要性が課題として考えられる。 

 

6. まとめ 

本検討により以下が明らかになった。 

(1)比較的短期なモニタリングではあるが，新工法施工

箇所でも適切な防食性能を保持していることが確かめ

られた。 

(2)現地計測によるモニタリングに比べ，遠隔監視シス

テムによるモニタリングは，実施期間が比較的短いが，

システムの安定した作動が確認できたと共に，その防食

性能を評価する上では遜色ないことが確かめられた。 

(3)今後，長期的なモニタリングの実施継続にあたり， 

遠隔監視システムを導入していくことが将来的な省力

化に繋がるものと推定された。 

 本報告が，今後，塩害環境下にある電気防食工のモニ

タリング技術の普及および発展の一助となれば，幸いで

ある。 
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